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１ 対象施設 

対象施設は、下記施設一覧表に記載しているとおり、忠岡町が管理する２ｍ

以上の橋梁10橋を対象としています。 

 

対象施設は5年に一度の近接目視による点検・診断が義務付けられており、 

道路橋定期点検要領（平成31年2月 国土交通省 道路局）により、点検結果を

判定区分Ⅰ～Ⅳに分類しています。各判定区分の基本的な考え方は以下のとお

りです。 

Ⅰ（健全）    ：監視や対策を行う必要のない状態。 

Ⅱ（予防保全段階）：状況に応じて、監視や対策を行うことが望ましい状態。 

Ⅲ（早期措置段階）：早期に監視や対策を行う必要がある状態。 

Ⅳ（緊急措置段階）：緊急に対策を行う必要がある状態。 

 

２ 計画期間 

当該個別施設計画の計画期間は５年間としています。 

ただし、忠岡町橋梁定期点検の結果を反映するため、計画の見直しを行うこと

があります。 
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２ 計画期間 
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３ 対策の優先順位の考え方 

現在、修繕工事を実施しないと危険が生じるような橋梁は有しておりません

が、今後修繕を計画・実施する際は、平成24年度に策定した忠岡町橋梁長寿

命化修繕計画に加え、橋梁定期点検の診断結果を個別施設計画の基礎データと

し、立地条件や橋長、交差条件、利用状況、修繕にかかる費用等を総合的に考

慮し、優先順位を決定します。優先順位は下記の3段階に分けて決定します。 

 

Ａ：最優先  Ｂ：優先  Ｃ：状況に応じて計画を見直す可能性がある     

 

４ 個別施設の状態等 

策定時点の判定区分（健全度）は表-1 のとおりです。 

健全度の評価は、部材単位の健全性の診断を表-2 の判定区分により行いま

す。部材単位の健全性の診断は、表-3 の評価単位ごとに行います。 

 

表-1 判定区分毎の橋梁数※1 

判定区分 Ⅰ 判定区分 Ⅱ 判定区分 Ⅲ 判定区分 Ⅳ 合計 

７橋 ３橋 0橋 0橋 10橋 

７0.0％ ３0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％ 

 

表-2 部材単位の判定区分※2 

区分 状態 

判定区分 Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状

態。 

判定区分 Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていない

が、予防保全の観点から措置を講ずる

ことが望ましい状態。 

判定区分 Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性が

あり、早期に措置を講ずべき状態。 

判定区分 Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又

は生じる可能性が著しく高く、緊急に

措置を講ずべき状態。 

 

 

３ 対策の優先順位の考え方 

４ 個別施設の状態等 
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表-3 判定の評価単位の標準※2 

上部構造 下部構造 支承部 その他 

 主桁 横桁 床版 

※1 令和３年度から令和８年度までの定期点検結果の集計。（別紙対象施設一覧参照） 

※2 道路橋定期点検要領（平成31年2月 国土交通省 道路局）より引用。 

 

 

５ 点検結果と次回以降点検時期 

※ 過年度の点検実施年及び点検結果は以下のとおり。（判断区分は最新更新年度分を表示） 

橋梁名称 R3 R4 R5 R6 R7 R8 判定区分 

楯並橋    ○   Ⅱ 

中板橋    ○   Ⅰ 

高板橋  ○     Ⅱ 

泉大津岸和田線１号橋  ○     Ⅱ 

忠岡43号線１号橋  ○     Ⅰ 

吉井線１号橋  ○     Ⅰ 

東12号線１号橋  ○     Ⅰ 

東12号線２号橋  ○     Ⅰ 

忠岡岸和田線1号橋    ○   Ⅰ 

忠岡88号線1号橋    ○   Ⅰ 

 

※ 各橋梁の点検・補修予定は以下のとおり。 【凡例：点検 〇・補修 ●】概算費用は１回当たり 

橋梁名称 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 主な対策 

概算費用 

（百万円） 

楯並橋   ○ ●    舗装段差修復等 3.7 

中板橋   ○      1.4 

高板橋 ○     ○ ● 断面修復等 3.0 

泉大津岸和田線１号橋 ○     ○ ● 舗装段差修復等 0.1 

忠岡43号線１号橋 ○     ○   0.2 

吉井線１号橋 ○     ○   0.1 

東12号線１号橋 ○     ○   0.1 

東12号線２号橋 ○     ○   0.1 

忠岡岸和田線1号橋   ○      0.3 

忠岡88号線1号橋   ○      0.1 

５ 点検結果・次回以降点検時期及び補修予定 

３ 



 

 

 

 

 本町が管理する橋梁で、構造物の損傷の危険がある橋梁がなかったため、補修工事

を実施する予定はないが、「予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

（判断区分Ⅱ）」である橋梁については、今後の状況や優先度に応じて、集約化・撤

去・補修等対応を検討し、積極的に新技術を採用することで、点検や修繕等の品質確

保やコスト縮減に努めます。 

 

 

 

 令和１５年までに管理する１０橋梁において画像解析やドローン等点検をはじめと

する新技術の活用を検討するとともに、予防保全の観点から修繕工事等を実施

することで、維持管理に係る費用を約１割程度縮減することを目標とします。 

 

 

 

令和１５年までに、管理する１０橋梁の内１橋程度について、地域の情勢や道路施

設の利用状況の変化などに応じて維持管理を継続していくために、橋梁の集約化・撤

去、機能縮小などについて検討し、管理費用を約３０万円程度縮減することを目標と

します。 

 

 

 

 

８ 集約化・撤去について 

 

７ 新技術等の活用について 

４ 

６ 老朽化対策における基本方針 

 


